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NPO法人の仕組み

　今回は、ＮＰＯ法人のしくみについて基本的なこと

をご説明します。

　ＮＰＯ法人は、我が国の法律上は「特定非営利活

動法人」と言い、ＮＰＯ法人に関する規定は、「特定

非営利活動法人法」に規定されています。

　ＮＰＯとは、Non Profit Organization　の頭文字で、

非営利活動組織、という意味です。

　平成１０年の同法成立後、実情に合わせて法律も

改正を重ねてきました。最新の改正は、本年５月１日

から施行されています。

最近は、多くの方がいろいろなＮＰＯ法人を設立した

り参加したりして、公的活動を行っています。企業経

営者の方も、ご自身の事業のうちの非営利部門につ

いて、ＮＰＯ法人を活用されている方もいらっしゃい

ます。

　ＮＰＯ法人の活動は、法律により、以下の１７の分

野に該当するものと決められています。また、不特

定多数の人の利益のための活動でなければなりま

せん。

　しかし、ごらんのとおりかなり広い分野にわたって

いますので、いろいろなアイデアで活動することがで

きます。

　なお、宗教活動や政治活動のためにＮＰＯ法人を

設立することはできません。

１　保健、医療又は福祉の増進

２　社会教育の推進

３　まちづくりの推進

４　学術、文化、芸術又はスポーツの振興

５　環境保全

６　災害救援

７　地域安全

８　人権の擁護又は平和の促進

９　国際協力

１０　男女共同参画社会の形成促進

１１　子どもの健全育成

１２　情報化社会の発展

１３　科学技術の振興

１４　経済活動の活性化

１５　職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援す

る活動

１６　消費者の保護

１７　これらの活動を行う団体の運営又は活動に関

する連絡、助言又は援助

　ＮＰＯ法人は、公益を目的としているため、事務所

所在地の都道府県庁（複数の都道府県にまたがっ

て活動する場合は内閣府）の監督を受けることにな

ります。具体的には、設立時には、定款等必要な事

項を定めて、各都道府県庁の認証を得る必要があ

り、その後も、予算や決算、活動内容、役員の異動

について、毎年報告する義務があります。また、ＮＰ

Ｏ法人に関する定款、決算書、事業報告などの書類

は、都道府県庁において一般にも公開されます。定

款変更などの大きな変更の場合には、変更部分に

ついてあらたに認証をとる必要があります。

　ＮＰＯ法人と会社の一番大きな違いは、利益配当

がないということです。

　会社の場合は、社員や株主が会社の財産を出資

し、儲かった場合にはこれらの人たち、つまりオーナ

ーに対して、利益配当を行うことが原則となっていま

す。

　これに対して、ＮＰＯ法人には、出資や利益配当と

いう考え方がありません。
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　ＮＰＯの構成員は、出資ではなく、外部からの寄付

や、社員（正会員）からの会費を集めたもので成り立

っており、ＮＰＯが解散するときには、残った財産は、

定款の規定により、他のＮＰＯ法人等に寄付する

か、引取先がない場合には国又は地方公共団体に

寄付することとなります。

　ＮＰＯ法人は、非営利活動を行うためのものです

が、非営利活動とともに、収益事業を行うこともでき

ます。例えば、環境問題についての啓発活動をする

とともに、関連する物品の販売をする場合、その販

売事業については収益活動となるでしょう。なお、そ

の場合の収益は、当然ながら、社員に配当するので

はなく、本来の非営利活動のために使わなければな

りません。

　また、これらの収益事業には、原則として、通常の

法人と同様に税金がかかります。ただし、当該ＮＰＯ

法人が、「認定ＮＰＯ法人」となった場合には、これら

のＮＰＯ法人に寄付を行った個人や企業などの法人

は、その所得から一定の寄付控除を受けることがで

きます。「認定ＮＰＯ法人」となるための主な要件とし

ては、寄付の割合が高く、一般から広く寄付を受け

ていること（パブリックサポート）、活動や組織運営、

情報公開が適正になされていることなどです。

　

ＮＰＯ法人であっても、役員に報酬を支払ったり、従

業員を雇って給料を支払ったりすることはできます。

　なお、ＮＰＯ法人の役員は、最低理事が３名以上、

監事が１名以上となっています。

　また、報酬を受け取ることができる役員の数は、全

体の役員の３分の１までです。

　さらに、３親等内の親族関係にある人が２人以上

同じ法人の役員になることはできません。

　ＮＰＯ法人については、公益目的であることから、

社員の資格について不当な制限を設けてはならず、

定款等で定めた一定の条件を満たし、参加したい人

は、誰でも参加できるようにしなくてはなりません。ま

た、社員の人数は１０名以上でなければなりません。

　　　　法人協会ニュース

　
  全農幹部と会員理事との意見交換会が
  行われました　　　
　

　10月30日、協会会員理事との「全農・元気な産地づくりミ

ーティング」が東京、大手町のJAビルにて開催されまし

た。全農からは代表理事理事長の関水賢司氏、米本博一

常務理事、当協会の理事も務めて頂いている菊池健久常

務理事などが出席、全農が打ち出した改革プランについ

て会員理事との意見交換を行いました。

会員理事からは、「物流コストを下げるというが、それ以上

のスピードで米価が下がっている」「色々なプランを打ち出

すのではなく、一点をしっかりと実現させていくべき」「生産

者ではなく、経営者を育てるという視点を持って欲しい」な

どの意見が出されました。

　全農さんも会員理事も、こうした意見交換を東京だけで

なく、地方開催も企画していこうという話で一致しました。

　　「第３回実践企業的経営体養成
　　研修会」開催のご案内 （速報）　　　
　

　第３回の研修会は福岡にて開催いたします。詳細は追

ってご案内いたします。

１.　日　時：平成１８年１１月２８日（火）～２９日（水）

２.　場　所：東京第一ホテル福岡　２階　西Studio Ｌ

３. 研修内容（カリキュラム）：

○「顧客満足の基本と実践」

○「契約栽培の取組み」

○グループディスカッション」

○「若手・後継者のリーダーシップ」

　　アグリビジネス経営塾　第315号

　　本紙に関するお問合せは下記までお願いします。
　　社団法人日本農業法人協会
　　　(HP:http://www.hojin.or.jp/)
　　TEL：03－5156－0365／FAX：03－5156－0366
　　MAIL：juku@hojin.or.jp

　　　（社）日本農業法人協会　2006
　　本紙掲載記事の無断転載を禁じます。
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